
一般社 団法人  日本 腎臓 学会 専 門医制度規定

1総  則

(1的・名称)

1 1 定款施行細l員1第 25条に定める専門医lJ度は,本会の会,1で,腎臓疾患の診療に従1'す る優れた医 llを

本会の腎臓専門医 (以 ド,喘:1町医)と して認め,腎1蔵疾患1:参療の向 1を 図り,国民の医療にit献するこ

とを目的 とする。

2 腎臓専|‖J医 の英文名は,B()ard Certried Nephr(logist of the」 apanese&邁 ety of Nephrologyと する。

(運 |1機 月)

2  本会は, この市1'■ の維持と運営に｀
%る ため,教育 ■専町医1川 度委員会 (以 ド,委員会)を 置 く。

(委 員会)

3  委員会は,委 it長 が招 lf_す る。11し ,'L事長が必要と認めたとき,又は委11の 3分の 1以 Lか ら会議

に付議すべき'j=項 を/1Nし ,委員会の召集を請求されたとき,委 it長 はこのit求があつた‖から2011以内

に晰1時 に委員会を了イr/_し なければならない。

2専 門 医

(1lil11)

4-l ttl lレ (の 資格割 1を 中請するには,次の条件を満たしていなければならない。

(1) 本月
`の

医山F免許を有し,医師として人格及び見識を備えていること

(2) 本会の会it歴が 3年以 1であること

(3) ‖本内科学会認定内科医収得後 3年以 1, 日本小児科学会専‖」医, 日本外FI学 会中円医及び日本

泌尿器科学会専FЧ 医は1反 得後 1年以 |:であること

(4) 本会が指定する,F修施設において,別 に定めるlll修 カリキュラムに

'|:づ

くワ「1参 を3年以 i行 って

いること

*週 4H以 |:勤務していることを基準とし,週 3日 のllJ務は 3/4の りl‖‖として,週 2‖ のllJ務は

1/2と して計算し,合計 311以 1の 臨1床経験があることを品リリlす る施設長,又は教育責任者による

″「1,終 r副J月 書が必要である。

*J′成 16年 3り j以降卒業医lllの 初期研1多 2年は含まない。

*海外施設で″F修 を行つた場合は,委員会の1儀 を経て専門医f′t験受験中請に必Jxlな ″F修 と認めるこ

とができる。

2 専r」 医の中請には,次のll卜類を委員会に提出する。

(1) tり ‖
i医資格審査申請 |「

(2) 指定研修施設のtJll多終 r alり」書

(3) 111i(3)の学会1認定医或いは専門医認定証のクメし

(4) 経験猛i例 の1剋録及び要約

(5) 審rt料のll.込み用紙

3 審査料は 30000111と する。

(lrr査 )

5-1 本委11会は,毎年 1"L:|1請 :管類の審査による適格者に対して筆,記試験を行う。

2 資格ルt験 は,原則として毎112り J第 111‖r‖ に行う.

3 中請方法,試験の施行日などは,毎 1ヽ 学会Iよ に公示する.

4 本委11会は,琳 :例 ,こ録・要約の内容と筆,せ ,諏U強ク,点 数にり|:づ き,総合的に専|‖1医資格の合否半1定を行う。



(認定 )

6-1 理 1:長 は,本委it会 による資格‖l定の合格者に対し,測 !事会の承,認 を受けて認定証を交付する。

2 認定お「は 20,00011と する。

(認定の更新)

7-1 専1月 医の認定更″7は ,5年 ごとに行う。専rl医は,認定を受けた年度から5年 を経たとき,認定吏irr

の審査を受けなければならない。

2 認定更力子には,附表に定める所定単位の1反ilを必要とする。

3 更新には,り iヽ 本領域学会の認定医又は専1町 医であるil口月が必要である。

4 認定更新料は 30,000「 1と する。

(資格の喪失・取消)

8-1 1り 1町 医は,次の'Flllに よりその資格を喪失する。

(1) 会,1の資格を.ct失 したとき

(2) 専門医の資格を辞退したとき

(3) 認定の更新を中請しなかつたとき

2 理事1(は , 専「1医 としてお、さわしくない行/Jの あつた者に刈し,委ιt会及び測l'J+会 の1儀 を経てJ‖
‖j矢

の資格を取 リデiす ことができる。

3 認定教育施設

(審 査・折定 )

9-l 本委ll会 は,fJtt l 11,中 :請■により,V銀疾りよ診療 17びに晰1床″F修 のための認定教育施設に月する資

格審査を行う。

2 洲!事 1モ は,委員会が認定教育施設として適格と判定した診療施設に対し,J里 事会のフK認を受けて1認定教

育施設1計 [を 交付し,″ F修 の指導を委1嘱する。

(中 請)

10-1 認定教育施設の指定を中請する1;'療 施設は,次の条件を満たしていなければならない。

(1) 腎・尿路系疾患の人院患者が年間 100名 以 1で あること

(2) 常llj医 指導医が l名以 11い ること (※ 1).11し ,1711J医 とは週 4‖ 以 :勤務する医師をさす。

(3) 施1没独Fiの″F修 カリキュラムを有すること

(4) 日本Tfl・A学会学術総会,或いは東部 ll部学af大会で学会発表が過去 34」間でli｀ r均 1演題 (I「 3

積1題 )以 l:あ ること (※ ‖).

(※ 1)ヽり1町 医はいるが,指導医がいない施設においては,ll‖]レ(が指導医を取得するまでの 3年間

を限度に,学会に中請することによって「特別認定指導医」となることができる。

1キリ]1認定指導医力寸旨導レ(と 同じ役割を以(た すことで,認定教育施設として1認 められる。

(※

")こ
の認定りi171・ は2023年 4)]l llか ら必須とし, それまでは必須としない。

2 認定教育施設の指/tを 受けようとする診療施設の長は認定教育施設掃 L中請書灯1を 委It会 に17L出 しな

ければならない。

(指定の吏fll)

11 1 認定教育施設の指定の更新は,5年ごとに行う。

2_認定教育施設の指定の l_新は 10の (1)か ら (3)と 次の条件を71た さなければならない。

(1) 日本|`臓学会学lI総会,或いは束部・ lL部学術大会で学会発表カリ世去 511間で年平均 1演題 (計 5

演題)以 |:あ ること (※ m)。

(※ 面)こ の認定りlt準 は2025年 4111‖から必〃1と し,そ れまでは必〃1と しない。

(指定の喪失・取汗1)

12-1 認定教育施設は,次のJ「 山によりその資格を1に失する.

(1) 認定教育施設としての指定を辞退 したとき

(2) 認定教育施設の指定 J_新 を中請しなかったとき

(3) 本規定 10及び 11に該
｀
賄しなくなつたとき



2 理事長は,委員会が認定教育施設としてイく適・ 1と 判定 したときは,理事会の承認を受けて認定教育施

設の指定を取消すことができる。

4指 導 医

Fr rド・認定)

13-1 本委員会は,毎年 1卜1,|11品

'1:灯

1に より,中円医の臨床″「1参のための指導医に劇する資格審 rrを 行う。

2 理事長は,委 ;t会が指導医として適格と,認定 した者に対し,洲 !1'会 の承認を受けて指導医認定証を交

付する。

3 指導ズの英文名称は,Educat()r ofthe Japanese S()ciety of Ncphr(,logyと する。

11青
)

141 指導医の
`認
定を中請するには,次の条件をlllた していなければならない。

(1) lr円医の資格取得後 3年以 L腎 臓lJ門医として 1分な,診療経験を有すること

(2) 111情時に会員であること

(3) 腎・1/11路 系に関するlll究 業績が,過去 311間で 2編以 l:あ ること (学会発表,論文で必ずしも筆

ll■演者,或いは著者である必要はない)

2 中請には,次の書類を本委員会に17t出 する。

(1)指 導医資格審査中請J:

(2) 各ムヽ本学会の認定医或いはlll門 医認定ll[の写し

(3) 腎臓専
‖
l医 認定証の

'メ
し

(1認定の更新 )

151 指導医の1認定吏新は,51:ご とに行う。

認定更新には,次の条件を満たしていなければならない。

(1) l」 |‖l医 であること

(2) 腎・勿く路系に関する研究米rriが,過去 5年間で 3編以 1あ ること (学会発表,論文で必ずしも筆

頭 jlt者,或いは著者である必要はない)

(認定の喪失・取消)

16-1 指導医は,次の・II山 によりその資格を喪失する。

(1) 会11資格を喪失したとき

(2) 専Ч医の資格を喪失したとき

(3) 指導医の資格を辞退したとき

(4) 認定吏/rrの 中請をしなかつたとき

2.理事長は指導医としてあ、さわしくない行為のあった者に対し,委 it会 及び理 1'会の議を経て指導医の

認定を取り消すことができる。

(既定の改 F)

17  本規定の改 !|:は ,理事会のノK認を受けなければならない。

(内規)

18  この規定の施行に関する内規は別に定める。

イ寸  貝J

本規定は平成 25年 4月 1‖ から施行する
.

本規定は 部改正の 11, 平成 30年 6り 110‖ から施行する

本規定は 部改 Fの li,令 和 1年 5り ]20Hか ら力t行する.



1

腎臓専門医資格更新に必要な所定単位表

5年 1間 に1反得すべき単位  50哺 lfヒ

注 :(1)このうち 25単位は,必ず 1 日本腎臓学会企画への参加による単位取得とする

(2)日本腎臓学会主催の学術集会(学術総会,東・西部学術大会)に 1回は出席すること

(3)海外在住者は2(2)に 記載されている海外での学術集会への出席を上記(2)に 置

き換えることができる

日本腎臓学会企画への参加による取得単位数

(l) 日本T子臓学会学体i集 会参川の・ 1‖ 「″F修 単位登録票Jに 1■ 人して17L出 するもの

学

“

I総 会 (参加 1011位 +教育 ilJlllll l加 算 511位 )

束部学術大会または西部学術人公 (参加16単位+教育 :liが 1出 ll加 算 4 Ⅲl位 )

(2) 日本瞥臓学会,;よ
への学術,論 文の14Jll:lcJJよ ,論 文のコピーをlLI Iす るもの

‖t位放

15

10

筆頭桁者  共著者

莫文 :志 にEN(EN―C)………… 10………… 5

利1文二よ (JJN) ¨  ̈  ̈8  ̈   4
(3) 日本Tチ臓学会のセルフトレーニング出]題 の解答をlLII卜 …………………………………………… 5

(1) Tチ‖蔵喘H・J医 1拭 1検 出|IШ の

“

り戌 (11し , 2 1Frlで 411位 まで)………………………………………………… 2

(5) Tチ臓セミナー・N(、 us」 apanへの参加……………………………………………………………………………5

2 上記以外の企画への参加による取得単位数

由|■iて 25麟t位以 :あ るが吏静i‖キに必要な 50嗜t位 に油tた ない場合に限り, ネームカードまたは｀

`該

l1/N

録または論文のコヒーを添付して自己中行,卜 をlt出するもの

(1) 本会がり1業 本学会とする学会の年次学椰j集 会 ……………………………………………………………… 5

日本医学会総会, 日本内科学会, 日本小児利学会

日本クト科学会, 日本泌坊(器 科学会

(2) 本会力‖月連学会と|‐ る学会の年次′
′術集会…………………………………………………………………… 4

・日本fttlll i4会 ,‖ 4く 泌尿器内,1鋭学会, 日本II山口|:学 会, 日本小児腎 llklll学 会,

日本01環 器学会, 日本ノ、 1臓 器学会, 日本透|「 医学会, ‖本精ン(l ll学会, 日本内分泌イ:会
,

日本脈■
ル
子会, 日本老11医学会, 日本リウマチ学会, 日本■洲rF会 , 日本11代 詢1学 会

・1呵際Tチ臓学会 (lSN),ア メリカ腎臓学会 (ASN), アジア太14洋 早チ臓学会 (APSN),

アジア|イ臓コロキウム (CAN),|‖ 際小児早チ臓り1汚 学会 (IPNA),ア ジア′
Jヽ 児腎‖載ムヽ学会 (APNA),

欧州透析f多 1向学会 (EI)・ 1｀

=ヽ
),1可際泌尿器科学会 (S10,ア メリカ泌尿器科学会 (AUA)

(3) 本会の学術集会での筆頭講Jl者 ………………………………………………………………………………………-4

(4) 本会が共1,す る14術集会………………………………………………………………………………………………4

(5) ∵fル崚学に1渕迪 した日本Tf臓学会,誌以クトのり4術論文lLJllに よるlMIItttf立 数

筆頭格者  共4/者

!腎りど′に闘連 し, ri洗 者のいる学術雑 :よ         欧文1;よ
…………… 6 …………3

和文 ;よ  ………… 4 …………2

?|イ臓学に1/1連 した総l"t論 文 (1・
・l業 ;よ を合も)…………………………………………… 2 …………1

(6) 学会が承認する″「究会 (但 し1年 間に2‖ 1位,5句 J‖ で 1011位 まで)………………………… 1

*ノK認 さオtた 〃F究 会は別に定める


